
民間活力の活用による転換
未利用公有地を「負債」から『経営資産』へ

取組方針Ⅰ 行政活用の先行検討

取組方針Ⅱ 積極的な売却・貸付けの推進

取組方針Ⅲ
民間事業者等への情報発信・
営業活動による民間活力活用の推進

未利用公有地については、町⺠共有の財産であり、町が公共の福祉のために利用することが最
も望ましいことから、庁内照会等により、行政活用を先行して検討していきます。

行政目的による利活用の予定のない未利用公有地については、⺠間事業者等の⺠間活力を活
用していくために、積極的に売却・貸付けを行っていきます。

未利用公有地の利活用を円滑に進めるために、利活用可能な公有地をリスト化し、広く
⺠間事業者等へ公表するとともに、市場調査の実施など⺠間事業者等への営業活動を
積極的に行うことにより、⺠間活力活用の推進に繋げていきます。

震災後の公共施設解体により、未利用公有地が増加している一方、十分な利活用の検討・
実施がなされておらず、町に対して継続的な負担をもたらす「負債」となっています。
厳しい財政状況にある浪江町にとって、未利用公有地に経営的視点を取り入れ、⺠間活力

による利活用を進めていくことで、未利用公有地を「負債」ではなく『経営資産』に転換さ
せていくことを当町における未利用公有地の利活用に関する基本原則とします。

基本原則と取組方針（☛本編pp.8-7）

方針の位置付け（☛本編p.1）



主な未利用公有地 （☛本編pp.3-5）

未利用公有地利活用の課題

１未利用公有地に係る財政的負担

２維持管理不十分による地域の景観利益の阻害と価値の低下

３利活用を阻害する様々な物理的要因

４庁内における利活用推進に向けた体制不足

５情報発信不足による⺠間需要の未把握

６土地取引に関する知見不足

繁茂する雑草の除草作業

公共施設跡地に残置されている
地下埋設工作物

（☛本編p.6）

未利用公有地の定義 （☛本編p.3）



１利活用を担う人材の育成

２本方針の適宜改正

３ PREマネジメントサイクルによる進行管理

４積極的なPR活動・情報発信

５⺠間事業者等の柔軟かつ自由な発想を保証するための規制緩和

６売却・貸付けによる収益の活用

利活用推進に向けた取組み

⇒定期的な職員研修会や講集会の実施

⇒社会情勢や財政状況の変化等に柔軟に対応するための方針改正

⇒効率的かつ継続的に実践していくために「PREマネジメントサイクル」を採用

⇒特設ホームページの開設や積極的な営業活動の実施

⇒⺠間活力活用の効果を最大限引き出すための規制緩和の実施

⇒収益は町が持続的に発展していくために行う事業等の原資として活用

（☛本編pp.19-20）

⺠間活力を活用した利活用方法

１トライアル・サウンディング

２随意契約保証型民間提案制度

３事業パートナー方式

４成果連動型民間委託

先進事例：流山市など 先進事例：久米島町など

先進事例：宮崎市など先進事例：沼田市など

（☛本編p.16）

未利用公有地の利活用手法（☛本編pp.14-15）
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未利用公有地利活用までの流れ（☛本編pp.9-13、p.21）


